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○
国
土
交
通
省
令
第　
　
　

号 
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第

四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入

等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之 

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

 

項
名

歳
入
等

項
名

歳
入
等

（
略
）

（
略
）

三

イ　

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

三

イ　

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

百
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
若
し
く
は
第

百
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
若
し
く
は
第

十
号
に
掲
げ
る
者
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
（
自
動
車
検
査
証

十
号
に
掲
げ
る
者
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
（
自
動
車
検
査
証

又
は
検
査
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。
）
が
同
項

又
は
検
査
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。
）
が
同
項

の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料 

の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料 

ロ　

道
路
運
送
車
両
法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
又

ロ　

道
路
運
送
車
両
法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
又

は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

数
料

数
料

四

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
四
十
五
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
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附　

則 

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


